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    ′冓竹論文題・′′t

こフぅラン7よIニイ：ミイーこ1エゞ：tiI川J立’Cこ′｜：jcJ．与31三I彳｜t‘とiIえ乏rjF

    ́ ぞ他論文Iq密の蟹旨

  ベヴフルッジ雛t！テにJiEづくイギリスのkl：全保｜瞭＝1‘”liがIkl寮にょるlI：会Xl4r:tであるとa・れば、モうして、我がf司でも

一般に lI： 会保I瞭と tよ II司 家Iによる 懆1瞭であるとPI！解されているようであるヵミ、ピェール・ラnックの策定したフラ

ンスのキI：全保I噸-I刪は、旧家とは・線を｜噛4、る「｜iい的なょ｜：

BI‖‖であろ‥tl二会保｜瞭,l,il墅の竹朋越弼1：休tよ、I i<i家ではな

会侭ivt';iilJJ笹の捕鍵を泉ホロll・念とするものであったーI←IiいケI！

く、破保険打を｜｜I心とq．る関係当m軒から捕成されるキI：会

侃1瞭余｜｜1（であるーまたlH鰯6、披保険冖やそのf七川打が熱lll'4・る保険Fl<こ依拠しており、莉1税に艤づくものではなぃ

17iai;tあく雀でf）後印，E忤機l~lとfi".ivtf寸けら札′このであろーッランスI｜：会傑1瞭iilUlの特徴は、このl司家からの1‐｜iltと

いうiti冫ttoi且頁nl]に；Rめることカtできるー

  他灯、ラ［JックIよ、I  kl民4．べてが等しくkl：A保隙を心饗と、a．る状乱に陥っているとぃう認識のbとでキI：会以障えI・両

をサ寨した‥≠1：会fl,l<tに対・4・るiiJrfi$択1瞭の必衄川！カヰ- Aiの1聴脯に特定できなぃ状挑のもとでIよ、斯たに柵築される≠｜：

会C<ltrj,;liilll!‘はすべてのlKuもを童．t鍛と4・ろbのでnIjればな｜ろなぃときれたのである。：1；Il度榊纂のPI！全としての｜司R辿

ヰ！；の憮椦であり、 lt.7rIlIJ‖lJとしての--fjl'k-fI:)l;J‖IJの定サであるヵ

  ここにフランスキ1．会保障liilI安は、「IiItと｀FWをそれぞれのW fY,1iiliにれI；えて、

とに′よったー--/′ではIil家とIよー・繚を｜Ilt4・る‾I’Iらのji in i'3wwt{よrlらのrで”

障に むけ ろ機会 均等 を災 川し ようとd．ろ般化M！IIiJが、7ランス≠1：仝保1噸iM萱

以後｜川〇4t以

とぃうI：I fltylili;iullh{、他方でIよ｜竏iW保

の h‖ ‖過 陀を 胤fttしたということがで

きるからである。

  いわ ばninとく F等 のFIIlUの 過Hとbいうべ L` このJicl;i'JiLif｜I！にぉいて、艫もfH1されるのは幟域保険制度の甜行体制

の承認である‥職域Ailjj捧の小強iきを鍛徴してむり、Vllllfに「iti{vii)l;icil]の行サ鳩雛を｜リjらかにしているからであろ。f亅f．

行休制の 7認1よ、老齢保険n荊度におI亅Iる-般化の火敗を受1’て、im I：ltZ:I'I謝輩打などの41:破AIf打にi、t、4．るrl冶制度の

設サを綛めたことに端を発4．る。一儿 1́ q八‘Itのことである。

  {lllyIIW.Jな輩師等に応じて職域保険釧I墅を機敏Df-さtjることが′鮒忍されたことIよ、IiI民迎jifというt;l,i]J亞榊築のpill念

が m々 に1よ蛋密さ札なかったことを也IAし、辿’；：；慨念が．J竹的にfよ、輩邪や職御を｜司じく4．る…Atの人々のIIIでしか

機能しなぃことを示i唆している。IkIW4．べてが,lliiljのJ｜k雛にサ´）て1pi礼Wlv3を拠現ヰ．るのではなく、一Aiの拠1‘J｜3・は

わら川葉打意識やlIiIjlIJ恋r識を戚雛と4．る職域のなかではじめて、lt：会保障制｜ゼの睾ll織化がi可flセであったからである。

rli l.vI:Lij‖lJもまた、このよう′よ職MLLi4ifをJIC雛と、う．る人的榊成におぃて妥ミ｜1a・るものであった。換オ・4・れば、職域辿

iifにょり{I,Fりll的なkl:t-保障;m19のキfI繊化をiリ能と．4．る人的榊成こそが、フランスH：会保f噂fIilJ度における：F休としての

II： C-のtMJJ覧t11他とぃうことができる。かくして、ljq家からのI’｜fItIよliijlllj:に他のlI二会欒lilIからのI｜｜冲としても機能し、

これらのh成rrj{j・´．は、Il助lsjf丿Jの帰＃iとしてH｜ti:tAM;IJJ度を睾ll繊化・4．るのである。このtJり：扶助制度の睾II織化は、I：l

lu努丿 Jと ぃう 場介惘 人レ ベル のそ れを意 昧4．る llホと 人き く弛 はるJ一であり、職域保険制度を綬敬併行さuるfj,iTOj丿J

となった6のである。



  しか1」、このょうな職b&ijlj；fに从ーゴくキl:c-{xwi；m墅の繊鍵は、I耐家に支．tしてほ71t俐：原Hl亅の限界をtHうものとして一

定のf~klllを求めるヵこれは、キt仝保隙；弸J立゜のfヤ‘キIlの識定やwlvlJ(i'Jな制度の紲サに関d．るヤJJ断′´t、ivtltlfJnとしてサ法

町の叫肺，ft珊とされたことと衛1接1こ｜則係 d゙ ろ，、ここで船もilHlしなければならなぃのは、法制度の適切公il-'i竹Pl！迎

質を硼f保し、；liilll'/?休の f̈ 1坪を弸幣4．ろとぃう役釧であるーキI：会保隙iiIJ度の人W適J11範旧の拡人に応じて所御供隙の

繊fiF.が市糾4・ることにょって、Tr iilliilr Tr輩弼の｜りlIfJfF.h<iLCifd‘るーしかし、tIJ;l>li](Vj nliliの｜り部にお1’る竹PI｜．迎書fは必

4”しt)l)';liiI｜qの厳格n滴川をr；以4・ろむのではなぃから、ここに穽棚的な胤liilXlr井として後IL1，臨怦機I矧のIWlq~が舶！化

きれるJtI川Iをktいだ4、ことがでiゝ ろのであろ‥ユた、I ii1索のPt輩政簸の側iriiから、‖j政的r'i{ltLi;illi]の修｜ltがifオ）れる

似合 がぁ ろー肥 輩傑 瀞畋 班の問よして、肥y川J立にII：‖tlfflttlがW人され´このはその！！体例ということができる，、さ

らに、嚇城川【jifのt）よて{<lkI}JIIWJなliilJゼによjいてHギ決｜tff舮な。「jj！艶がm4定されているため、Ixl家によるA♀決が求められ

る燃介があるヵ剏H；を靨Pl：としないIqR辿f；fJ｜く令にょるぢ帥打にifd．るliIfiu傑隙の允尖がその典´t‐！である。｜听iH保WX

の必 蟹川 ！が認 識さ れて いる にむか かわ らが 、背 苅的な 川題であるために0Nりtl的な4；ll度だけでは卿決できなかったから

であるー他カ、職域i ii';rを！ヒrfしうるoIIII:]のいtcい人々にi．｜d．る人的簡川範｜JHの拡人Iよ、{H人に蔚1：14．ることによっ

て制ぱの荊1織化を行うW人保険IJIJ立′の弭人はしにIよ′起mできなかった。1駈論4．れば、職域迎f；fにJtCづくfl；llwor仔A;liil

のもとでは、i9riu保障における機会均俳とぃう.lE等塒！‖lJは尖恥できなかったのである。般後に、鬧家の弛卸Iにlr〔 tiiA．

るむのではないが、診鼎や醍酬にI矧4・る17¥hXm約c))iIi火班桁；化は、tiれ約交渉における！t′｜IJf打f彪丿Jの点で命I．可レベルでの

解決こモが、保険総州の-VTrを尖m．d．るための条州：であることをルミしているー

  このよりに、n 7i¥f'i:.JlJicli]をwmliwJな職域胤険ililJ笹のiltで鮒舛しながら、｜釿糾保1瞭における5F等の実現を希求してき

たフ ラン ス≠ V保lifXliInゼの 展開 過Hfよ 、産 輩榊 造のi襾腰化により新たなi、t心を迫られることとなった。lH政洲幣原川

の走サ丶であるヵ

  竃業榊册のt靄ば化にルうi斑欒ttrfj;jlの変化は、虹LI『ト jLr'i).らJJkkp7t.2:.への破師器のf~:TUJを促進a．る。これは披保険打

の穆働にほかならなぃ。それ・よで、職域ijifを1iI‖蛍繊笹のJl！念としてきたフランス≠1．会保I瞭IiiI度におぃて、この破保

険帶のf9'Tihnよ  <lkI>JII的なJ餓域保険liillll'、帖に老齢保険揶川の‖j政的1′1fItを｜‖1｜｜fヰ．るiIAjとして機能した。ここに、u4政

卸貫の心化したnii,luljwj;kujwにi、t4゙ ろtH政救済を尖川d・るしのとして、‖イJF3ci;J．I．J幣)l;iIIUb<ALサさ札たのであろ，，この舫！‖u

におぃて；F4゚ テ‖1しな｜JればならtCいことlj、0．｜，ivlin'J ri;UIW:u)灯｀・′．をijイtjIIにし´こうえで、≠｜．仝保Iや‖川萱をmhEヰ‘ら4．

べての川Je． ¥lId政洲幣にぉllIIしでいるこょでぁる，、；liil)貧个休めini,J'Il;lIffにJICづくとぃう意味で、この‖4政洲幣は職城

Llj；fを从欝とし)-1i‘lJ廴iijj：fのI！m化といりことができろ。次にf1：‥しなIJればならなぃのは、lJj政弸袵が制度川栴斧

を鮒fn4・ろ機能を´rd．ることであるヵIJ政洲幣Iよ、l4 8;10)hu！nを・豎1’る；1川殳の輸付水郎の甑ドをl『lJロiyd．る。この意味

で‖ 4政 JTfVtu、 恥脉 的な むのではnい｜こしろ、；m1'11}:1怖正のnギ7mこぬヰ、るむのとぃうことができる。かくして、職域

迎jIfにJむづくtl：会tXl<Oi;liiJぱの睾TI織化と州人似険tliil)ゼの坤人に，kり≠1．会fXl<a'q竹4mの州而では‘Iえ等を尖現したフランス

tト会保1蛇制度Iよ、‖j政洲幣原‖りのIl休化を迎じて、輸f：JIq密にJjl亅・る｀l-,をriJri:に冊きながら、I司索からのI’I7 IFIょ

び~kisllr?'J';lilll~の「I′fいを慣索しているとぃうことができるのである。
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学 位 論 文 審 査 の 要 旨

  本槁は、フランスめ社会保障制度の全体像を体系的にとらえ、その構造と特徴を明らかに

したわか国における最初の繍文であり、おそらくフランスにおいても顛書をみないものであ

るということができる。著者によれば、ベヴァリジ幸R告に基づくイギリスの社会保障制度が、

国家による社会保障であるとすれば（そして、わが国でも一般に社会保障とは「国家」によ

る保障であると理解されているようであるが）、ラロック報告に依拠するフランスのそれは、

国家とは一線を画する自律的な社会保障制度の構築を理念とするものであった。本槁は、第

二次大戦直後から現在に至るフランス社会保障制度の展開過程を、全国民を対象とした限り

なき平等を志向しなから、管理運営および財政の両面で、その自律性をいかに保っかの努カ

の 軌 跡 で あ っ た 、 と 把 握 し て い る 。 本 楠 の 概 略 は 下 記 の 通 り で あ る 。

  現在の社会保障制度は、社会保険（医療・年金）、労災保険、家族手当の3本柱から成り、

公的扶助（生活保護等）は制度の体系には組み込まれていない。iれは、社会保障が自助努

カを補完する国民連帯の精神に基づき、職葉収入の喪失・減少又は支出の増大をもたらす社

会危険にたいする所得保障を目的とする制度である、とされていることによる。当初の意図

に反して、社会保険は、職域ごとに、一般被用者、農葉従事者、自嘗葉者等5つのグループ

に分割され、また労災も一般被用者と農葉労働者等の制度に分かれている。これは、社会保

障における白薈聿と平等の原理の相克と、社会的諸条件の制約による制度の到達点であるとい

うことができる。

  この国の社会保障制度の測源をたどれば、1898年の労災補償法に遡るが、その体系的

整備は第二次大戦の終了を侍たなければならなかった。フランス社会保障制度の骨格を形成

する1945年秋の立法は、ラロックaf画に基づくものであったが、このa+画は、自律性、

一般化、単一金庫という三原JIIを打ち山した。このうち、単一金廰原買IJはすべての財源をー

つにまとめて、社会保障財政の弾力的運用を図らんとするものであったが、上記の社会保険、

労災保険、家族手当の費用負担の根拠とその負担者が大いに異なることからかえって財政の

硬直化を招き、1967年法で廃止された。単一金庫原則は、三原則のーっとはいえ、いわ
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ば手段、方法にかかわるものに過ぎず、この原則の放棄は、フランス社会保障制度の論理的

基盤の崩壊を意味するものではなかった。

  問題は自律性と一般化というニっの原貝tJにかかわるものである。ラロック計画は、まず、

制度の一般化、すなわち全国民を対象とする社会保障制度の確立を図るものであった。しか

し、大戦前からすでに、公共部門を舎む極めて多様な職域保険が存在し、既得栴擁護とフラ

ンス人特有の限りなき佃別化、拡散の意識も手伝って、暫定的に容蠧悪した多様な職域保険か、

その後も半永久的な存在として今日に至っている。その上、制度の自律性の追求は、限りな

き分散化の傾向を伴う。

  そして、この自律性の原則こそ、フランス社会保障制度の論王里的支柱であり、諸外国の立

法例との対比において、この国の制度を特徴づけるものである。すなわち、戦後のフランス

においては、労働者達が社会保障組織を自らの手で管理する、自らの4lJ問のための組織であ

ると考えるようになることか求められ、この考え方を国民一般に拡大して行こうとする志向

が支配的であり、関係当事者の代表者による管理運営と財政自主権がその具体的表現であっ

た。社会保障財政が不安定な政治状況に左右されないようにとの主張は、その正当化にすぎ

なかった。当初は、選挙ではなく労組の指名による代表選山が主張された程である。しかし、

自律性の原則は、社会保障Hオ政の逼迫による一般租税依存度の拡大と、制度運用に必要とさ

れる専門的知識、技術の増大によって、後見的地位にある行政当局の発言カが次第に増大し、

少しずっその影が蕊くなりつっあるのを否定しえない。

  本槁は、19世紀末から1945年のうロックヨt画成立までを述べた「フランス社会保障

制度の構造とその特徴」（参考文献として添付）の、いわば続編であり、下記のような構成

になっている。

  第一章経済再建とラロックプランに基づく社会保障制度の創設

  第二牽経済薈夐興と社会保障制度の定着――制度統一の理念と制度多元化の萌芽

  第三章経済成長と社会保障制度の展開―一制度多元化の現実

  第四章高度経済成長と社会保障制度の見直し――制度構造の改編

  第五章高度産繋社会の展開と社会保障制度の対応ーー制度問格差の解消と財政調整

    の標榜

  本縞は、豊富な資料を細心丹念に分忻し、自律と平等というニつの原則の繍理的展開を縦

糸に、制度の歴史的展開過程を総合的に叙述したカ作であり、この領域に類例を見ないユ

ニー クな 論文 であ って 、博 士論 文と しての 評f襾に十分にたえうるもの である。
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